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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第93期

第３四半期
連結累計期間

第94期
第３四半期
連結累計期間

第93期

会計期間
自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日

自　平成29年４月１日
至　平成29年12月31日

自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

売上高(営業収益) (百万円) 497,017 534,237 684,537

経常利益 (百万円) 10,822 36,819 15,924

親会社株主に帰属する四半期

(当期)純利益
(百万円) 6,937 26,418 11,349

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 14,920 24,152 21,839

純資産額 (百万円) 296,961 320,793 303,879

総資産額 (百万円) 1,292,122 1,306,547 1,301,267

１株当たり四半期(当期)純利益

金額
(円) 33.69 128.29 55.11

潜在株式調整後１株当たり

四半期(当期)純利益金額
(円) － － －

自己資本比率 (％) 23.0 24.5 23.3

 

回次
第93期

第３四半期
連結会計期間

第94期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成28年10月１日
至　平成28年12月31日

自　平成29年10月１日
至　平成29年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 28.21 18.38

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２　売上高には、消費税等は含まれていない。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載していない。

 

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はない。

　また、主要な関係会社に異動はない。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて変更があった事項は、以下のとおりである。

なお、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部　企業情報　第２　事

業の状況　４　事業等のリスク」の項目番号に対応したものであり、文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提

出日現在において当社グループが判断したものである。

 

(3)事業活動に係るリスク

⑤　訴訟等

　当社グループでは、法令等の遵守の徹底に努めているが、当社グループの事業活動等が重大な訴訟等の対象とな

り、当社グループに不利な判断がなされた場合、当社グループの業績は影響を受ける可能性がある。

　特に、原子力については、訴訟の結果により発電所の停止が長期化する場合、代替の火力燃料費の増加により、

当社グループの業績は大きな影響を受ける可能性がある。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績

当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、消費に持ち直しの動きが見られるほか、堅調な世界経済を背景に輸

出が伸び、設備投資も上向くなど、緩やかな回復基調が続いた。四国経済についても、ほぼ同様の状況で推移し

た。

このような経済情勢のもと、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比べ 372億19百万円(＋7.5％)

増収の 5,342億37百万円となる一方、営業費用は、140億86百万円(＋2.9％)増加の 4,968億72百万円にとどまっ

た。

この結果、営業利益は、前年同期に比べ 231億32百万円(＋162.5％)増益の 373億65百万円となり、経常利益

は、259億96百万円(＋240.2％)増益の 368億19百万円となった。

また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、194億81百万円(＋280.8％)増益の 264億18百万円となった。

 

　セグメントごとの業績(内部取引消去前)は、次のとおりである。

　なお、前連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同期比較については、前年同期

の数値を変更後のセグメント区分に組替えた数値で比較している。
 

[電気事業]

売上高は、電灯電力需要は減少したが、他社販売電力量が、伊方３号機の稼働に伴う供給余力の活用により増加

したほか、燃料費調整額や再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく賦課金・交付金の増などにより、前年同

期に比べ 337億45百万円(＋7.7％)増収の 4,736億81百万円となった。

一方、営業費用は、伊方３号機の稼働増により、需給関連費(燃料費＋購入電力料)の増加幅が抑制されたほか、

退職給付に係る数理計算上の差異の償却減により人件費が減少したことなどから、前年同期に比べ 121億10百万円

(＋2.8％)の増加にとどまり、4,442億36百万円となった。

この結果、営業利益は、前年同期に比べ 216億34百万円(＋277.0％)増益の 294億45百万円となった。
 

[情報通信事業]

売上高は、ＦＴＴＨ事業の増加などから、前年同期に比べ 9億32百万円(＋3.7％)増収の 263億33百万円となっ

た。一方、営業費用は、通信ソフトウェアの取得費用の減などから、前年同期に比べ 58百万円(△0.3％)減少の

226億1百万円となった。

この結果、営業利益は、前年同期に比べ 9億91百万円(＋36.2％)増益の 37億31百万円となった。
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[建設・エンジニアリング事業]

売上高は、請負工事の受注増などから、前年同期に比べ 22億86百万円(＋6.4％)増収の 381億43百万円となり、

営業費用は、前年同期に比べ 16億13百万円(＋4.6％)増加の 370億72百万円となった。

この結果、営業利益は、前年同期に比べ 6億72百万円(＋168.4％)増益の 10億71百万円となった。
 

[エネルギー事業]

売上高は、ＬＮＧ販売事業の増加などから、前年同期に比べ 3億89百万円(＋2.6％)増収の 151億95百万円とな

り、営業費用は、ＬＮＧ販売事業の仕入価格が上昇したことなどから、前年同期に比べ 7億97百万円(＋6.1％)増

加の 138億29百万円となった。

この結果、営業利益は、前年同期に比べ 4億7百万円(△23.0％)減益の 13億65百万円となった。
 

[その他]

　売上高は、製造事業の減少などから、前年同期に比べ 25億45百万円(△7.5％)減収の 315億71百万円となり、営

業費用は、前年同期に比べ 25億88百万円(△7.9％)減少の 301億10百万円となった。

　この結果、営業利益は、前年同期に比べ 43百万円(＋3.1％)増益の 14億61百万円となった。
 
（注）上記記載金額には、消費税等は含まれていない。

 
 

 （2）経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

前事業年度の有価証券報告書に記載した経営方針、経営環境及び対処すべき課題等の内、対処すべき課題につい

て一部見直しを行っている。以下の内容は、見直し後の対処すべき課題の全文を記載している。

 

当社グループのコア事業である電気事業においては、平成28年４月から電力小売全面自由化がスタートし、本格

的な市場競争の時代を迎えている。また、平成32年４月までには送配電部門の法的分離が予定されているほか、

バックエンド事業を含む原子力の円滑な推進に向けた事業環境整備、さらには温室効果ガスの排出削減に向けた環

境規制の強化など、今後の当社グループの事業経営に多大な影響を及ぼす様々な政策・制度面の見直しが同時進行

している。

その一方で、伊方発電所３号機については、グループの総力を挙げて再稼働に向けた取り組みを進めてきた結

果、平成28年９月に通常運転を再開し、電力需給の安定化や経営収支の改善に大きく寄与してきたが、平成29年12

月の広島高等裁判所での運転差止仮処分決定を受け、平成30年９月30日まで運転を行えない状況となったことか

ら、早期に仮処分決定を取り消していただけるよう、裁判所に対して異議申立てを行っているところである。

当社グループは、平成28年９月、平成32年度までの５ヵ年をターゲットとした経営方針と定量的な経営目標を

「よんでんグループ中期経営計画2020」として取りまとめた。同計画に掲げた「持続的成長を目指して収益力を変

革する」との基本コンセプトを具現化すべく、伊方発電所３号機の早期再稼働を実現するとともに、以下の３点を

中心に、スピード感のある取り組みを柔軟に推進していく。

 

①　電力販売の拡充と付加価値の高いサービスの提供

当社グループは、今後も引き続きお客さまにとって最も身近で信頼できるエネルギー事業者であり続けられる

よう、お客さまのニーズに応じた魅力ある電気料金メニューや多様で専門性の高いソリューションサービスを提

案していくとともに、潜在的な需要の効率的な掘り起こしもはかっていく。

　これに加えて、様々な業種の事業者とも協働し、複合型サービスや生活支援サービスを提供することにより、

競争力の確保に努めると同時に、平成28年４月に開始した首都圏・関西圏における小売販売についても、収益機

会の増大を目指して積極的に取り組んでいく。

 

②　事業構造の転換と事業効率の改善

当社グループは、事業環境の変化に適応できるよう、送配電部門の法的分離後を見据えて、ヒト・モノ・カネ

といった経営資源の持ち方や活用方法を構造的に転換することにより、電力の安定供給と事業の最効率化の同時

達成をはかっていく。

具体的には、電力供給設備について、稼働率の最大化による有効活用をはかる一方で、中長期的な観点から、

保有設備の計画的な休廃止や集約化、設備投資や修繕工事の絞り込みをこれまで以上に進め、固定費の圧縮と設

備生産性の向上を目指していく。

　併せて、人材の適正配置や柔軟な相互応援、業務の抜本的見直し、従業員の働き方改革を着実に推進すること

により、人的パフォーマンスの向上をはかり、業務効率の改善に取り組んでいく。
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③　次なる成長エンジンの創出・育成

当社グループが保有する技術やサービスなどの経営資源に加え、他の事業者とのアライアンスなども積極的に

活用しながら、これまでの事業活動と親和性の高い分野に限らず、次なる成長エンジンの創出・育成を着実に進

めていく。

　その取り組みにおいては、海外でのエネルギー事業の推進をはじめとして、市場エリアとビジネス領域の拡

大、多様なサービスの融合などを通じて、将来の収益源となる新たな付加価値を生み出せるよう努めていく。

 

今後、より一層厳しさを増す事業環境のなかにあっても、当社グループが持続的な成長を実現していくために

は、地域と共生するエネルギー事業者として、安全性を最優先に、安定供給、経済効率性、環境適合の同時達成を

目指すことにより公益的使命を遂行していくとともに、事業活動を支えていただいている皆さまとの信頼関係をよ

り強固なものとしていくことが不可欠である。

当社グループは、引き続き法令遵守や企業倫理の徹底、透明・公正な情報開示、環境保全、地域共生活動の推進

など、社会的責務の遂行に真摯に取り組んでいくことにより、信頼され、評価・選択される企業グループを目指し

ていく。

 

（3）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費は、24億14百万円であり、これは主に電気事業に

係るものである。

なお、当第３四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況について、重要な変更はない。
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（4）生産、受注及び販売の実績

主たる事業である電気事業の状況は以下のとおりである。

①需給実績
 

種別
当第３四半期
連結累計期間

前年同四半期比
（％）

電力需要

（百万kWh）

電灯・電力 18,276 96.9

他社販売等 4,135 125.0

合計 22,411 101.1

電力供給

（百万kWh）

原子力 4,055 136.8

水力 2,649 89.4

火力 15,473 94.5

新エネルギー等 2,461 117.3

計 24,638 101.0

損失電力量等 △2,227 99.7

（注）１　四捨五入の関係で、合計が合わない場合がある。

２　決算日において未確定であるインバランス電力量は含めていない。

 

②販売電力量及び料金収入
 

種別
当第３四半期
連結累計期間

前年同四半期比
（％）

販売電力量

（百万kWh）

電灯 6,262 100.1

電力 12,014 95.3

計 18,276 96.9

他社販売等 4,135 125.0

合計 22,411 101.1

料金収入

（百万円）

電灯 146,435 105.8

電力 208,861 101.6

計 355,297 103.3

他社販売等 37,799 144.3

合計 393,096 106.2

（注）１　販売電力量は、四捨五入の関係で、合計が合わない場合がある。

２　料金収入には、消費税等は含めていない。

　　　３　決算日において未確定であるインバランス電力量は含めていない。

 

（5）主要な設備

(電気事業)

当第３四半期連結累計期間において完成した設備

区分 発電所名 所在地 認可出力（kW） 運転開始年月

水力発電設備
分水第一発電所

(改良)
高知県吾川郡いの町 29,900 平成29年４月
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 772,956,066

計 772,956,066

 

②【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成29年12月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成30年２月６日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 223,086,202 　同左
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数は100株で

ある。

計 223,086,202 　同左 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項なし。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成29年10月１日～

平成29年12月31日
－ 223,086,202 － 145,551 － 35,198

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はない。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）

普通株式

15,526,400

－ －

（相互保有株式）

普通株式

2,831,600

－ －

完全議決権株式(その他)
普通株式

203,468,100
2,034,681 －

単元未満株式
普通株式

1,263,402
－ １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 223,086,202 － －

総株主の議決権 － 2,034,681 －

（注） 当第３四半期会計期間末日現在の「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」については、株式会

社証券保管振替機構より、当第３四半期会計期間末日時点における総株主通知を受けていないため、記載する

ことができないことから、直前の基準日（平成29年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしている。

 このため、各区分の株式数の合計は、発行済株式総数と一致しない。

 

②【自己株式等】

平成29年12月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）

四国電力株式会社

香川県高松市

丸の内２番５号
15,526,400 － 15,526,400 6.96

（相互保有株式）

株式会社四電工

香川県高松市

花ノ宮町２丁目

３番９号

1,764,000 － 1,764,000 0.79

（相互保有株式）

四電エンジニアリング

株式会社

香川県高松市

上之町３丁目１－４
864,300 － 864,300 0.39

（相互保有株式）

四国計測工業株式会社

香川県仲多度郡

多度津町大字南鴨

200番地１

191,300 － 191,300 0.09

（相互保有株式）

四電ビジネス株式会社

香川県高松市

丸の内２番５号
12,000 － 12,000 0.01

計 － 18,358,000 － 18,358,000 8.23

（注） 自己名義所有株式数及び所有株式数の合計は、当社所有の自己株式 22株及び株式会社四電工の相互保有株

式 81株、四電エンジニアリング株式会社の相互保有株式 48株、四国計測工業株式会社の相互保有株式 ４株

並びに四電ビジネス株式会社の相互保有株式 12株の単元未満株式を除いている。

 

２【役員の状況】

　該当事項なし。
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第４【経理の状況】

 

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づき、「電気事業会計規則」（昭和40年通商産業省令第57号）に準じて作成している。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成29年10月１日から平

成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

資産の部   

固定資産 1,113,337 1,106,966

有形及び無形固定資産 851,030 842,488

水力発電設備 59,864 65,135

汽力発電設備 86,128 81,091

原子力発電設備 117,835 107,682

送電設備 134,680 130,284

変電設備 80,525 79,878

配電設備 205,795 205,674

その他の固定資産 110,316 105,905

建設仮勘定及び除却仮勘定 34,411 44,804

原子力廃止関連仮勘定 21,472 21,241

使用済燃料再処理関連加工仮勘定 － 788

核燃料 119,951 123,594

装荷核燃料 10,838 －

加工中等核燃料 109,113 123,594

投資その他の資産 142,355 140,884

長期投資 77,405 72,192

繰延税金資産 31,202 31,250

退職給付に係る資産 1,643 2,526

その他 32,153 34,960

貸倒引当金 △50 △44

流動資産 187,930 199,580

現金及び預金 42,518 48,157

受取手形及び売掛金 85,011 87,141

たな卸資産 26,424 32,871

繰延税金資産 10,777 4,828

その他 25,971 29,238

貸倒引当金 △2,773 △2,658

資産合計 1,301,267 1,306,547
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

負債の部   

固定負債 710,905 750,591

社債 289,978 279,980

長期借入金 257,616 306,228

退職給付に係る負債 27,112 27,419

資産除去債務 102,491 103,566

その他 33,707 33,395

流動負債 278,622 227,478

1年以内に期限到来の固定負債 144,978 99,210

短期借入金 18,000 －

支払手形及び買掛金 33,635 39,260

未払税金 6,898 15,752

その他 75,109 73,255

特別法上の引当金 7,860 7,683

渇水準備引当金 7,860 7,683

負債合計 997,388 985,753

純資産の部   

株主資本 286,667 305,847

資本金 145,551 145,551

資本剰余金 35,198 35,198

利益剰余金 147,384 166,575

自己株式 △41,467 △41,477

その他の包括利益累計額 16,948 14,670

その他有価証券評価差額金 7,414 6,006

繰延ヘッジ損益 8,237 7,760

為替換算調整勘定 2,061 1,701

退職給付に係る調整累計額 △765 △796

非支配株主持分 264 274

純資産合計 303,879 320,793

負債純資産合計 1,301,267 1,306,547
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(平成28年４月１日から
　平成28年12月31日まで)

当第３四半期連結累計期間
(平成29年４月１日から
　平成29年12月31日まで)

営業収益 497,017 534,237

電気事業営業収益 439,049 472,746

その他事業営業収益 57,968 61,490

営業費用 482,785 496,872

電気事業営業費用 429,800 441,964

その他事業営業費用 52,984 54,907

売上原価 45,596 46,399

販売費及び一般管理費 7,387 8,507

営業利益 14,232 37,365

営業外収益 3,399 5,536

受取配当金 1,093 1,529

受取利息 803 366

有価証券売却益 0 1,223

為替差益 1,155 1,565

持分法による投資利益 48 358

その他 298 493

営業外費用 6,809 6,082

支払利息 6,500 5,795

その他 309 286

経常利益 10,822 36,819

渇水準備金引当又は取崩し 352 △176

渇水準備金引当 352 －

渇水準備引当金取崩し（貸方） － △176

税金等調整前四半期純利益 10,469 36,995

法人税等 3,521 10,566

四半期純利益 6,947 26,429

非支配株主に帰属する四半期純利益 9 10

親会社株主に帰属する四半期純利益 6,937 26,418
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(平成28年４月１日から
　平成28年12月31日まで)

当第３四半期連結累計期間
(平成29年４月１日から
　平成29年12月31日まで)

四半期純利益 6,947 26,429

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 997 △1,465

繰延ヘッジ損益 △156 △476

為替換算調整勘定 △1,703 △360

退職給付に係る調整額 8,799 86

持分法適用会社に対する持分相当額 36 △59

その他の包括利益合計 7,973 △2,277

四半期包括利益 14,920 24,152

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 14,910 24,141

非支配株主に係る四半期包括利益 9 10
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　（税金費用の計算）

税金費用は、税引前四半期純損益に見積実効税率を乗じるなど簡便な方法により算定している。

 

 

（追加情報）

（伊方発電所３号機運転差止仮処分について）

平成29年12月13日、当社は、広島高等裁判所より、伊方発電所３号機について、平成30年９月30日まで運転差止め

を命じる仮処分決定を受けた。本決定について、当社は、平成29年12月21日、広島高等裁判所に保全異議の申立て等

を行った。
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（四半期連結貸借対照表関係）

偶発債務

(1）保証債務

 
前連結会計年度

（平成29年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成29年12月31日）

・日本原燃㈱

社債・㈱日本政策投資銀行ほかからの借入金に

対する連帯保証債務

49,554百万円 45,533百万円

・ラス・ギルタス・パワー・カンパニー

㈱国際協力銀行ほかからの借入金に対する保証

債務

875 881

・アル・サワディ・パワー・カンパニー

クレディ・アグリコル・コーポレート・アン

ド・インベストメント・バンクほかからの借入

金に対する保証債務

661 666

・アル・バティナ・パワー・カンパニー

クレディ・アグリコル・コーポレート・アン

ド・インベストメント・バンクほかからの借入

金に対する保証債務

628 633

・四国航空㈱

㈱日本政策金融公庫からの借入金に対する連帯

保証債務

104 78

・従業員

従業員の持家財形制度による㈱みずほ銀行

ほかからの借入金に対する連帯保証債務

12,956 11,845

計 64,780 59,639

 

(2）社債の債務履行引受契約に係る偶発債務

  
前連結会計年度

（平成29年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成29年12月31日）

[銘柄] [債務の履行引受金融機関]   

第230回社債 ㈱みずほ銀行 30,000百万円 －百万円

第232回社債 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 20,000 －

第233回社債 ㈱みずほ銀行 20,000 20,000

第235回社債 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 20,000 20,000

計 90,000 40,000
 
　上記社債は、金融商品に関する会計基準における経過措置を適用した債務履行引受契約を締結している。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第３四半期連結累計

期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費及び核燃料減損額を含む。）は、以下のとおりである。

 
前第３四半期連結累計期間
（平成28年４月１日から
平成28年12月31日まで）

当第３四半期連結累計期間
（平成29年４月１日から
平成29年12月31日まで）

 

減価償却費

 

53,986百万円

 

53,646百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）

 

配当金支払額

　　平成28年６月28日の定時株主総会で、次のとおり決議している。

　　・普通株式の配当に関する事項

　　　(イ) 配当金の総額　　　　　　　　4,151百万円

　　　(ロ) 配当の原資　　　　　　　　　 利益剰余金

　　　(ハ) １株当たりの配当額　　　　　　　　 20円

　　　(ニ) 基準日　　　　　　　　 平成28年３月31日

　　　(ホ) 効力発生日　　　　　　 平成28年６月29日

 

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）

 

配当金支払額

　　平成29年６月28日の定時株主総会で、次のとおり決議している。

　　・普通株式の配当に関する事項

　　　(イ) 配当金の総額　　　　　　　　4,151百万円

　　　(ロ) 配当の原資　　　　　　　　　 利益剰余金

　　　(ハ) １株当たりの配当額　　　　　　　　 20円

　　　(ニ) 基準日　　　　　　　　 平成29年３月31日

　　　(ホ) 効力発生日　　　　　　 平成29年６月29日

 

　　平成29年10月26日の取締役会で、次のとおり決議している。

　　・普通株式の配当に関する事項

　　　(イ) 配当金の総額　　　　　　　　3,113百万円

　　　(ロ) 配当の原資　　　　　　　　　 利益剰余金

　　　(ハ) １株当たりの配当額　　　　　　　　 15円

　　　(ニ) 基準日　　　　　　　　 平成29年９月30日

　　　(ホ) 効力発生日　　　　　　 平成29年11月30日
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）
 

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円）

 報告セグメント

その他

（注１）
合計

調整額

（注２）

四半期連結

損益計算書

計上額

（注３）
 電気事業

情報通信

事　　業

建設・エン

ジニアリン

グ事業

エネルギー

事業
計

売　上　高          

外部顧客への売上高 439,049 18,988 17,033 11,200 486,271 10,745 497,017 － 497,017

セグメント間の内部

売上高又は振替高
886 6,411 18,824 3,605 29,727 23,371 53,099 △53,099 －

計 439,936 25,400 35,857 14,805 515,999 34,116 550,116 △53,099 497,017

セグメント利益 7,810 2,740 399 1,773 12,723 1,417 14,140 91 14,232

（注）１　「その他」は、業務の種類を勘案して区分した事業セグメントのうち、報告セグメントに含まれてい
ない製造事業、商事業、不動産事業及び研究開発事業である。

２　セグメント利益の調整額 91百万円は、セグメント間取引消去である。

３　セグメント間取引消去後のセグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致している。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）
 

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円）

 報告セグメント

その他

（注１）
合計

調整額

（注２）

四半期連結

損益計算書

計上額

（注３）
 電気事業

情報通信

事　　業

建設・エン

ジニアリン

グ事業

エネルギー

事業
計

売　上　高          

外部顧客への売上高 472,746 20,195 18,990 11,646 523,580 10,657 534,237 － 534,237

セグメント間の内部

売上高又は振替高
935 6,137 19,153 3,548 29,773 20,914 50,688 △50,688 －

計 473,681 26,333 38,143 15,195 553,353 31,571 584,925 △50,688 534,237

セグメント利益 29,445 3,731 1,071 1,365 35,613 1,461 37,074 290 37,365

（注）１　「その他」は、業務の種類を勘案して区分した事業セグメントのうち、報告セグメントに含まれてい
ない製造事業、商事業、不動産事業及び研究開発事業である。

２　セグメント利益の調整額 290百万円は、セグメント間取引消去である。

３　セグメント間取引消去後のセグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致している。

 

２．報告セグメントの変更等に関する事項

「その他」に含まれていた「建設・エンジニアリング事業」及び「エネルギー事業」については、金額的重要性

が増したため、前連結会計年度から報告セグメントとして記載する方法に変更している。

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを

開示している。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前第３四半期連結累計期間
（平成28年４月１日から
平成28年12月31日まで）

当第３四半期連結累計期間
（平成29年４月１日から
平成29年12月31日まで）

１株当たり四半期純利益金額 33円69銭 128円29銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

(百万円)
6,937 26,418

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額(百万円)
6,937 26,418

普通株式の期中平均株式数(千株) 205,942 205,934

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載していない。
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２【その他】

（中間配当）

　平成29年10月26日開催の取締役会において、第94期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）に係る中間

配当に関し、次のとおり決議し、配当を行っている。

　中間配当総額　　　　　　　　　3,113百万円

　１株当たりの配当額　　　　　　      15円

 

（重要な訴訟事件等）

伊方発電所運転差止訴訟（松山地裁）

当社を被告とする伊方発電所２～３号機の運転差止めを求める訴訟が松山地方裁判所に４次（提訴は、第１次訴

訟が平成23年12月、第２次訴訟が平成24年３月、第３次訴訟が平成25年８月、第４次訴訟が平成26年６月）にわ

たって提起されており、現在、係争中である。

伊方発電所３号機運転差止仮処分命令申立事件（松山地裁、高松高裁）

当社を相手方とする伊方発電所３号機の運転差止めを求める仮処分が、平成28年５月、松山地方裁判所に申し立

てられ、平成29年７月、同申立てを却下する決定があった。

平成29年８月、高松高等裁判所に、上記決定を不服とする即時抗告がされており、現在、係争中である。

伊方発電所運転差止訴訟（広島地裁）

当社を被告とする伊方発電所１～３号機の運転差止め及び慰謝料（使用済燃料全部が搬出されるまで原告１名当

たり１万円／月）の支払いを求める訴訟が、広島地方裁判所に４次（提訴は、第１次訴訟が平成28年３月、第２次

訴訟が平成28年８月、第３次訴訟が平成29年４月、第４次訴訟が平成29年11月）にわたって提起されており、現

在、係争中である。

伊方発電所３号機運転差止仮処分命令申立事件（広島地裁、広島高裁）

当社を相手方とする伊方発電所３号機の運転差止めを求める仮処分が、広島地方裁判所に２次（申立ては、第１

次申立てが平成28年３月、第２次申立てが平成28年８月）にわたって申し立てられ、平成29年３月、同申立てを却

下する決定があった。

その後、平成29年４月、広島高等裁判所に、上記決定を不服とする即時抗告がなされ、平成29年12月、平成30年

９月30日まで伊方発電所３号機の運転差止めを命じる決定があった。平成29年12月、当社は、仮処分命令の取消し

等を求めて広島高等裁判所に異議を申し立てており、現在、係争中である。

伊方発電所運転差止訴訟（大分地裁）

当社を被告とする伊方発電所２～３号機の運転差止めを求める訴訟が、大分地方裁判所に２次（提訴は、第１次

訴訟が平成28年９月、第２次訴訟が平成29年５月）にわたって提起されており、現在、係争中である。

伊方発電所３号機運転差止仮処分命令申立事件（大分地裁）

当社を相手方とする伊方発電所３号機の運転差止めを求める仮処分が、大分地方裁判所に２次（申立ては、第１

次申立てが平成28年６月、第２次申立てが平成28年７月）にわたって申し立てられており、現在、係争中である。

伊方発電所運転差止訴訟（山口地裁岩国支部）

当社を被告とする伊方発電所２～３号機の運転差止めを求める訴訟が、平成29年12月、山口地方裁判所岩国支部

に提起されており、現在、係争中である。

伊方発電所３号機運転差止仮処分命令申立事件（山口地裁岩国支部）

当社を相手方とする伊方発電所３号機の運転差止めを求める仮処分が、平成29年３月、山口地方裁判所岩国支部

に申し立てられており、現在、係争中である。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。

 

EDINET提出書類

四国電力株式会社(E04505)

四半期報告書

20/21



 

 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

 平成30年２月５日
 

四国電力株式会社
 

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 川　　合　　弘　　泰　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 久　　保　　誉　　一　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 樋　　野　　智　　也　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい
る四国電力株式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会
計期間（平成29年10月１日から平成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１
日から平成29年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期
連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠
して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結
財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我
が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比
べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般
に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、四国電力株式会社及び連結子会社
の平成29年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適
正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

 
以　上

 
 

（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提

出会社が別途保管している。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていない。
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